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序     文 
 

インドネシア共和国（以下、「インドネシア」と記す）の保健医療の全般的な水準は、過去30

年間にかなり改善してきており、母子保健についても同様のことがいえる。例えば、乳児死亡率

（IMR）をみると、1967年は出生1,000人に対し、死亡数145人から2003年の35人と年々改善され

てきている。妊産婦死亡率（MMR）についても改善してきているとはいえ、対出生10万件で

2001年は307人であり、両率ともに他ASEAN諸国の状況と比すると、その深刻さが歴然としてい

る。このような妊産婦死亡率の高さは、地域での妊産婦の危険な兆候に対する｢発見の遅れ｣、地

域から保健医療施設への｢搬送の遅れ｣、保健医療施設における「適切な処置､治療の遅れ」の３

つの遅れや、妊娠出産に係る基礎的な知識が母親（および家族）に不足していることがあげられ

る。 
上記のような母子保健に係る深刻な状況に対し、JICAは1989年以降母子保健を保健医療分野

における一つの重点分野として協力を行ってきた。その結果、2004年に母子手帳に係る保健大臣

令の発布や、2006年の保健省に特別予算措置や地方政府による独自予算確保により、2006年の新

規妊婦に対する供給率（予定）は62.4％に達し、母子手帳の「量的」な拡大は順調に進捗してき

ている。 
一方で、「質的」側面からみると、印刷・配布された母子手帳の効果的な利用をより一層進め

る必要があり、そのために母子手帳の活用モデル構築、既存の保健医療システム内の位置づけ、

各種の母子保健サービス統合のツールとしての活用、保健医療従事者への研修体制・内容の確立

などが課題として残っている。さらに、「量的」側面についても、地方分権体制下で保健サービ

ス提供の責任を担う地方政府による母子手帳の供給・配布の促進、母子手帳の裾野を広げるため

に健康保険制度や出産登録制度との連携、母子保健に関係する専門家団体による母子手帳の活用

促進、などを推進することが重要な課題となっている。 
以上のような現在までの協力の経緯と成果を踏まえ、インドネシアにおいて母子手帳を活用

した母子保健サービスが量的・質的に向上し、自立的に発展するための「制度構築」について、

インドネシア政府より協力の要請がなされた。 
本報告書は、プロジェクトの事前評価調査と実施協議の結果を取りまとめたものであり、今

後のプロジェクトの展開に活用されることを願うものである。 
ここに本調査にご協力をいただいた内外の関係者の方々に深い謝意を表するとともに、引き

続き一層の支援をお願いする次第である。 
 
平成19年４月 

 

独立行政法人国際協力機構 
インドネシア事務所長 坂本 隆 
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インドネシアの母子手帳

Lubuk Begalang保健所の母親学級の様子（１）

M/M協議の様子 M/M署名の様子 

母子手帳啓発ポスター 

母親学級の様子（２） 



 



略 語 表 
略語 英語／インドネシア語 日本語訳 

ADB Asian Development Bank アジア開発銀行 

ANC Antenatal Care 出産前診療 

ASKESKIN Asuransi kesehatan keluarga miskin 貧困家庭用健康保険 

AUSAID Australian Agency for International Development オーストラリア国際開発庁 

C/P Counterpart カウンターパート、相手方 

IBI Ikatan Bidan Indonesia インドネシア助産師協会 

IDAI Ikatan Dokter Anak Indonesia インドネシア小児科医協会 

IEC Information, Education, Communication 情報・教育・コミニュケーショ

ン教材 

IMF International Monetary Fund 国際通貨基金 

IMR Infant Mortality Rate 乳児死亡率 

JCC Joint Coordination Committee 合同調整委員会 

JOCV Japan Overseas Cooperation Volunteers 青年海外協力隊 

K1 Kenjungan Pertama 妊娠初期の第一回妊婦検診 

K4 Kenjungan Keempat 妊娠後期の第四回妊婦検診 

KMS Kartu Menuju Sehat 成長モニタリング表 

MCH HB Maternal and Child Health Handbook 母子手帳 

MDG Millennium Development Goals ミレニアム開発目標 

M/M Minutes of Meetings 協議議事録 

MMR Maternal Mortality Rate 妊婦死亡率 

MOH Ministry of Health 保健省 

PDM Project Design Matrix プロジェクト・デザイン・マト

リクス 

PERSAGI Persatuan Ahli Gizi Indonesia インドネシア栄養士協会 

PN Persalinan oleh Nakes 医療従事者立会による分娩 

PO Plan of Operation 活動計画 

POGI Persatuan Obgine dan Gynekologi 産婦人科医協会 

PPNI Persatuan Perawat Nasional Indonesia インドネシア全国看護師協会 

R/D Record of Discussions 討議議事録 

RPJM Rencana Pembangunan Jangka Menengah 国家中期開発計画 

TCTP Third Country Training Program 第三国研修 

UNICEF United Nations Children’s Fund 国連児童基金 



 

USAID US Agency for International Development 米国国際開発庁 

WB World Bank 世界銀行 

WFP World Food Program 世界食糧計画 

WHO World Health Organization 世界保健機関 
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事業事前評価表 
１．案件名 
  すこやか親子インドネシア（母子手帳による母子保健サービス向上プロジェクト） 

２．協力概要 
（１）プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要の記述 

インドネシア共和国（以下、「インドネシア」と記す）において、母子手帳を活用した

母子保健サービスが量的・質的に向上し、自立的に発展するための「制度構築」を行うこ

とを協力の基本方針とする。 
具体的には、①住民の母子手帳へのアクセス度向上、②医療従事者を対象とした母子保

健に係る研修制度の構築、③母子保健のモニタリング・報告に係る制度強化、④母子手帳

の有効利用に係るモデルの形成、⑤母子手帳の母子保健改善効果に係る調査・評価結果の

保健省の政策策定・実施過程への反映、⑥母子手帳を使用した母子保健改善の経験を効果

的に共有する制度･能力の強化、を成果（アウトプット）とする活動を行うことにより、

プロジェクト目標である「母子手帳が母子保健サービス統合の手段として機能するととも

に、母子手帳を使った母子保健サービスを継続するためのシステムが確立する」ことを達

成する。 
 
（２）協力期間 

2006年10月１日～2009年９月30日（３年間） 
 

（３）協力総額（日本側） 
約3.2億円 

 
（４）協力相手先機関 

インドネシア保健省地域保健総局 
 

（５）国内協力機関 
特になし。 

 
（６）裨益対象者および規模など 

１）中央レベル：保健省、内務省、母子保健に関係する専門家団体（産婦人科医協会、小

児科医協会、助産師協会、全国看護師協会、栄養士協会等） 
２）地方レベル：モデル活動実施５州（西スマトラ州、西ジャワ州、東ジャワ州、西カリ

マンタン州、西ヌサトゥンガラ州）の州・県政府保健局、実際のモデル活動が行われる

県の妊産婦・５歳未満児・父親、および医療従事者（助産師、栄養士、看護師、産婦人

科医、小児科医） 
３．協力の必要性・位置づけ 
（１）現状および問題点 

１）インドネシアの母子保健の現状・課題 
インドネシアの保健医療の全般的な水準は過去30年間にかなり改善してきており、母

子保健についても同様のことがいえる。例えば乳児死亡率（IMR）をみると、1967年は

出生1,000人に対し死亡数145、1990年63、1995年46、2000年には51、2003年で35と年々

i



 

改善されてきている。 
しかし、近隣のASEAN諸国に比べると、マレーシアでは出生1,000人対８、フィリピ

ンは29（なお、日本は3.4）となっており、インドネシアの数値はいまだ改善の余地が

大きいことがわかる。また地域別（州別）にみると、 高の西ヌサテンガラ州と 低の

ジョクジャカルタ州では、５倍の差が見られる。また、５歳未満児死亡率は出生1,000
対45（2001年）となっており、同数値も他ASEAN諸国に比較して高い。乳幼児死亡の

死因割合（2001年）をみると、男女とも周産期の原因によるものが も多く、２位は肺

炎、次いで下痢症、破傷風、ジフテリア・麻疹となっている。周産期によるものが も

多いということは妊娠後期の健康管理の重要性を、また乳幼児の呼吸器感染症による死

亡が多いのは親の育児や保健衛生知識に係る啓発の重要性を示唆している。 
妊産婦死亡率（MMR）についても、対出生10万件で2001年は307であり、他ASEAN

諸国（マレーシア39、ベトナム95、フィリピン240）の状況と比すると、その深刻さが

歴然としている。妊産婦死亡の死因をみると、出血によるものが45.2％と も多く、以

下子癇（妊娠中毒症）12.9％、流産の合併症11.1％、産褥熱9.6％などとなっている。こ

のような妊産婦死亡率の高さは、地域での妊産婦の危険な兆候に対する｢発見の遅れ｣、

地域から保健医療施設への｢搬送の遅れ｣、保健医療施設における「適切な処置､治療の

遅れ」の３つの遅れや、妊娠出産に係る基礎的な知識が母親（および家族）に不足して

いることがあげられる。 
２）母子保健に関するJICAの現在までの協力 

上記のような母子保健に係る深刻な状況に対し、JICAは母子保健を保健医療分野に

おける一つの重点分野として協力を行ってきた。具体的には、1989～1994年まで「家族

計画・母子保健プロジェクト」を実施し、インドネシア版母子手帳の開発と試行を行っ

た。さらに、1998～2003年まで「母と子の健康手帳プロジェクト」を実施し、母子保健

改善の手段として母子手帳を活用し、母子手帳を通じた妊婦と母親への保健教育と保健

医療記録を持つことによる、健康意識の向上と行動変革につながる活動を展開した。そ

の結果、母子手帳は妊産婦および子どもの健康記録や基礎的な保健情報の媒体として、

利用者・医療従事者双方のニーズを捉え、プロジェクト対象州をはじめ多くの地域への

普及に貢献した。同技術協力プロジェクトの貢献もあり、2003年には妊産婦総数に対す

る母子手帳の充足率は全国で48％に達し、さらに2004年に母子手帳に係る保健大臣令の

発布や2006年の保健省に特別予算措置（De-concentration Fund）、地方政府による独自予

算確保により、同充足率は62.4％に達する見込みであるなど、母子手帳の「量的」な拡

大は順調に進捗してきている。 
一方で、「質的」側面からみると、印刷・配布された母子手帳の妊産婦や保健医療従

事者による効果的な利用をより一層進める必要があり、そのために母子手帳の活用モデ

ルの構築、母子手帳の既存の保健医療システム内の位置づけや各種の母子保健サービス

統合のツールとしての活用、保健医療従事者への研修体制・内容の確立などが課題とし

て残っている。さらに、「量的」側面についても、保健省の特別予算措置は５年後には

終了する見込みであることから、母子手帳の安定的な供給・配布を確保するためには、

地方分権体制下で保健サービス提供の責任を担う地方政府による母子手帳の供給・配布

の促進、母子手帳の裾野を広げるために健康保険制度や出産登録制度との連携、母子保

健に関係する専門家団体による母子手帳の活用促進、などを推進することが重要な課題

となっている。 
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以上のような現在までの協力の経緯と成果を踏まえ、インドネシアにおいて、母子手

帳を活用した母子保健サービスが量的・質的に向上し、自立的に発展するための「制度

構築」について、インドネシア政府より協力の要請がなされた。 
 
（２）インドネシア政府国家政策上の位置づけ 

１）国家開発計画 
母子保健については、「国家中期開発計画（RPJM）：2005～2009」の５つの基本的目

標の一つである「国民の福祉向上」の中で、「質の高い保健サービスの向上」に係る目

標として位置づけられている。同計画では、「2009年までの健康開発の目標として、①

乳児死亡数が出産1,000人に対し35から26に低下すること、②出産時の母親死亡数を出

産10万人当たり307から226に低下すること、③５歳未満の幼児栄養失調率が25.8％から

20.0％に低下すること」が掲げられている。 
２）保健省の中長期計画 

保健省は1999年に保健医療の長期的な政策目標として“Healthy Indonesia 2010”を公

表して、今後10年間の長期展望に立って新しい「保健パラダイム」として政府の保健政

策の目標を示した。同政策を実施推進するための優先事項10項目の一つとして、リプロ

ダクティブヘルスの向上が掲げられており、これら優先事項に対する予算配分の増額が

謳われている。 
３）保健省の母子保健に係る政策 

2004年に母子手帳に関する保健大臣令を発布し、母子保健において母子手帳を活用す

ることを政策決定した。また、2006年には母子手帳の印刷用の特別予算措置（De-
concentration Fund）を行っており、同予算措置は今後５年程度継続される見込みであ

る。 
 
（３）我が国援助政策との関連、JICA国別事業実施計画上の位置づけ 

対インドネシア国別援助計画においては、保健医療分野は重点分野の３つの柱のうち、

「民主的で公正な社会づくり」に位置づけられており、同セクター支援にあたっては、乳

児死亡率、妊産婦死亡率、マラリアおよび結核などの感染率の高さに着目して、①基礎的

保健・医療サービスの向上および②感染症対策を中心とした支援を行うことが掲げられて

いる。 
また、JICA国別事業実施計画においては、保健医療分野は援助重点分野「貧困削減」、

開発課題「社会開発」、協力プログラム「シビルミニマム・ミレニアム開発目標

（MDGs）支援（保健医療の改善）」に位置づけられており、同セクター支援にあたって

は、「母子保健」のほか、「保健医療政策と制度の整備」「地域保健医療体制の強化」「感染

症対策」の４つを重点的に支援する方針となっている。 
４．協力の枠組み 
〔主な項目〕 
（１）協力の目標（アウトカム） 

１）協力終了時の達成目標（プロジェクト目標）と指標・目標値 
ａ）プロジェクト目標 

母子手帳が母子保健サービス統合の手段として機能するとともに、母子手帳を使っ

た母子保健サービスを継続するためのシステムが確立する。 
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ｂ）指標・目標値 
1. 母子手帳の供給システムの安定性（供給量、制度、予算）が増す。 
2. 母子手帳の有効利用に係るモデルを採用する地方政府が出てくる。 
3. 保健省が収集するモニタリング指標の中に、母子手帳に係る指標が含まれるよう

になる。 
２）協力終了後に達成が期待される目標（上位目標）と指標・目標値 

ａ）上位目標 
1. すべての保健関係施設で母子手帳を使った母子保健サービスが提供されるように

なる。 
2. すべての妊婦と５歳未満児の母親が健康記録を持つ。 

ｂ）指標・目標値 
1. 母子手帳を使った母子保健サービスを提供する保健関係施設数が増加する。 

2. 妊婦と５歳未満児の母親への母子手帳の配布率が80％を上回る。 

3. 出産前ケア・アクセス率（第一回妊婦検診率、第四回目妊婦検診率）、適切な訓練

を受けた医療従事者介助による出産、母乳哺育率を含む関係指標が改善する。 
 
（２）活動およびその成果（アウトプット） 

１）成果１：住民の母子手帳へのアクセス度が高まる。 
ａ）活動 

1-1 母子保健関係者にそれぞれの業務で母子手帳を活用するように、保健省の各担当

部局を通じて促進する。 
1-1-1 貧困者向け健康保険が母子手帳を活用することを促進する。 
1-1-2 専門家団体（産婦人科医協会、小児科医協会、助産師協会、全国看護師協

会、栄養士協会）が構成員に母子手帳の業務での活用を奨励することを促進

する。 
1-1-3 内務省が出産登録の推進をするために母子手帳を活用することを促進する。 
1-1-4 母子手帳の供給に係る地方政府の役割を促進する。 

1-2 保健施設への母子手帳の配布を増加させる。 
1-2-1 公的医療施設における母子手帳の配布を促進する。 
1-2-2 民間保健施設（助産師診療所等）における母子手帳の配布を促進する。 

1-3 母子手帳改善への技術的検討を行うために保健省内の作業部会を形成･運営す

る。 
ｂ）指標・目標値 

1-1 貧困家庭用健康保険（ASKESKIN）、民間医療施設、専門家団体、中央省庁（保

健省以外）、地方政府などの関係者により準備される母子手帳の数が増加する。 
1-2 母子手帳の公的・民間医療機関での配布率が増加する。 

1-3 関連の中央レベル委員会や作業委員会が母子手帳の利用可能性向上のために設

置、開催される。 

２）成果２：関連医療従事者を対象とした母子保健に係る研修制度が強化される。 
ａ）活動 

2-1 助産師向けの母子手帳の定期的研修を強化する。 
2-2 関係する医療従事者養成過程へ母子手帳に係る紹介を導入する。 
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2-3 医療従事者に対して保健省の関係部局が行う事業において、母子手帳に係る研修

が盛り込まれることを促進する。 
2-4 民間セクター（助産師協会）が母子手帳ファシリテーターのリソースとなること

を促進する。 
ｂ）指標・目標値 

2-1 母子手帳が保健省子ども保健局以外の関係組織・プログラムにも導入され、研修

メニューに加えられる。 
2-2 医療従事者への母子手帳の導入を行う公的・民間保健施設の数が増加する。 

３）成果３：母子保健のモニタリング・報告に係る制度が強化される。 
ａ）活動 

3-1 保健省が実施する他事業においても母子手帳の活用状況をモニタリングするよう

促進する。 
3-2 母子保健に係る全国報告制度に母子手帳に係る項目を含むように促進する。 

ｂ）指標・目標値 
保健省の年次報告システムの指標に母子手帳の配布率が含まれる。 

４）成果４：母子手帳の有効利用に係るモデルが形成される。 
ａ）活動 

4-1 子どもの健康に係る母子手帳のモデル活動（育児学級コンテンツの開発を通じて

母親学級が母子保健を網羅するようにする）を保健省地域栄養局および子ども保

健局が中心になって形成する。 
4-2 出産登録など他のプログラムが母子手帳を活用することを促進するモデルを、保

健省子ども保健局が中心となって内務省などと連携しつつ形成する。 
4-3 村落アラートプログラム、助産師のコミュニケーション･カウンセリング研修、

Birth Preparednessなどと母親学級などとの統合を通じて、妊娠期および産褥期に

おける母子手帳の活用モデルを保健省母親保健局が中心となって形成する。 
4-4 保健ボランティア（kadar）への母子手帳の紹介を保健省保健増進促進センター

が中心となって促進する。 
4-5 病院および私立診療所における母子手帳の活用を保健省医療サービス総局が中心

となって促進する。 
ｂ）指標・目標値 

4-1 有効活用のための母子手帳の補助活動（母親学級など）のモデルが利用可能にな

る。 
4-2 他の機関が所管するプログラムと母子手帳の連携モデルが利用可能になる。 

５）成果５：母子手帳の母子保健改善への効果に係る調査・評価の結果が保健省の政策策

定・実施過程に反映される。 
ａ）活動 

5-1 調査・評価の計画・立案を行う。 
5-2 母子手帳の母子保健改善への効果に係るインパクト調査を行う。 
5-3 モデル活動の評価を行う。 

5-4 調査・評価結果を全国年次報告会議にフィードバックする。 

5-5 実証的アプローチに基づく母子手帳の改訂を支援する。 

5-6 プロジェクトの経験と成果を関係者に普及する。 
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ｂ）指標・目標値 
5-1 出産前ケア・アクセス率（第一妊娠期の第一回目妊婦検診、第二妊娠期の第四回

目妊婦検診）、適切な訓練を受けた医療従事者介助による出産などの母子手帳の

母子保健への効果に関する調査結果が得られる。 

5-2 調査結果が保健省の政策と実施に反映される。 
６）成果６：第三国研修および現地国内研修を通じて、保健省と地方政府の、母子手帳を

使用した母子保健改善の経験を効果的に共有する制度･能力が強化される。 
ａ）活動 

6-1 母子手帳に係る中央レビュー会議*を開催する。 

*1998年から始まった母子手帳の普及状況をレビューする会議。現在は隔年開催

なので、未開催の年は別途隔年で保健省が主催する会議のトピックに含め、毎

年普及状況をモニタリングする予定。 
6-2 第三国研修および現地国内研修を実施する。 

ｂ）指標・目標値 
6-1 母子手帳を使用した母子保健改善の経験が適切に集約され、第三国研修および現

地国内研修に反映される。 

6-2 第三国研修および現地国内研修が効果的・効率的に実施される。 

 
（３）投入（インプット） 

１）日本側（総額3.2億円） 
ａ）専門家 

①長期専門家：３名（リーダー、母子手帳活用促進、業務調整） 
②短期専門家：年間２～３名（運営指導、教材開発、連携促進等） 

ｂ）カウンターパート（C/P）研修：年間６名程度×２週間×４年度 
ｃ）携行機材：研修・IEC機材等 
ｄ）現地活動費： 

①日常経費 
②特別事業経費（研修・セミナー開催経費、母子手帳ガイドラインセット・母親学級

セットの印刷・配布費等） 
ｅ）その他：第三国研修：年間15名（技術協力プロジェクトとは別枠） 

２）インドネシア側 
ａ）C/P配置 
ｂ）C/P経費：会議費（JCC、Working Group、National Review Meetingなど）、C/P旅費、

研修講師（省職員） 
ｃ）プロジェクト事務所スペース、電気代 

 
（４）外部要因（満たされるべき外部条件） 

１）成果達成のための外部条件 
・保健省が母子手帳の系統的モニタリングと研修に係るリーダーシップを取る。 
・保健省内の複数関係部局のC/P予算が確保される。 

２）プロジェクト目標達成のための外部条件 
・保健省が母子手帳を使用した母子保健改善の政策を継続する。 
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・複数の関係機関に対して地域保健総局が十分なリーダーシップを発揮する。 
・複数の関係機関が関係プログラムの中に母子手帳を位置づける。 
・地方分権化のトレンドが変わらないこと。 

３）上位目標達成のための外部条件 
・複数の関係機関が予算の裏づけをもって母子手帳を活用し続ける。 

５．評価５項目による評価結果 
以下の視点から評価した結果、本プロジェクトの実施は適当と判断される。 

 
（１）妥当性 

本プロジェクトは以下の理由から妥当性が高いと判断される。 
・ニーズとの合致：インドネシアでは、ASEAN各国に比較して乳児死亡率や妊産婦死亡

率が高く（特に、妊産婦死亡率は飛び抜けて高い数値である）、母子保健サービスの向

上が喫緊の課題となっており、母子保健改善に係る支援の妥当性は極めて高い。 
・相手国政府の開発計画との整合性：インドネシア政府は、上記３の（２）のとおり、

「国家中期開発計画（RPJM）：2005～2009」の中で乳幼児死亡率、妊産婦死亡率、５歳

未満の幼児栄養失調の改善に係る明確な目標を設定しており、また、保健省は中長期計

画である“Healthy Indonesia 2010”の優先事項10項目の一つとして、リプロダクティブ

ヘルスの向上を掲げている。2004年には保健大臣令により母子保健において母子手帳を

活用することを政策決定しており、さらに2006年には母子手帳の印刷用の特別予算措置

（De-concentration Fund）を行っている（今後５年間程度継続予定）。以上のようにイン

ドネシア政府における母子保健および母子手帳に係る政策優先度は高く、本プロジェク

トとの整合性は非常に高い。 
・我が国の援助政策との整合性：「対インドネシア国別援助計画」において、高い乳児死

亡率、妊産婦死亡率に対応するため、基礎的保健･医療サービスの向上が掲げられてい

る。また、JICA「国別事業実施計画」においては、保健医療分野は援助重点分野「貧

困削減」、開発課題「社会開発」、協力プログラム「シビルミニマム・MDG支援（保健

医療の改善）」に位置づけられているが、保健医療セクター支援戦略の中でも母子保健

は、保健医療制度整備、地域保健医療改善、感染症対策と並び優先課題となっており、

我が国の援助政策と整合性が非常に高い。 
・支援手段としての適切性：母子保健サービス向上にあたって、母子手帳は、妊産婦への

母子保健に係る情報提供、出生記録、妊産婦・５歳未満児の健康記録（定期検診、既往

症、予防接種等）などを含む情報記録簿であり、①妊産婦（およびその家族）の母子保

健に係る知識不足への対応、②一つの手帳により関係する医療従事者（医者、看護師、

助産師、栄養士、保健ボランティア等）が同一の情報を共有して該当する母子へ「統合

的な」保健サービスを提供するツールとなりうること、などから有効な手段となりうる

ものである。また、上記のように保健省も保健大臣令にて母子手帳を母子保健サービス

向上の主要手段の一つとして指定しており、母子手帳を通じた母子保健改善を行うこと

は適当である。なお、他ドナーも同保健大臣令に基づき、母子手帳を活用しており、例

えばUNICEFは母子手帳の出生登録への活用を試行しており、本プロジェクトではこの

ような他ドナーの経験を活用しつつ、母子手帳の量的・質的な自立的発展に係る制度づ

くりを推進することが期待できる。 
・ターゲットグループの妥当性、波及効果：本プロジェクトは母子手帳に係る包括的な政
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策・制度構築を目的としたプロジェクトであることから、ターゲットグループを母子保

健に係る政策決定者である保健省（および内務省）、および政策実施上の重要なステー

クホルダーである母子保健に関係する専門家団体とすることは妥当である。また、地方

レベルにおいて、モデル活動実施５州を設定し、州・県政府保健局、医療従事者（助産

師、栄養士、看護師、産婦人科医、小児科医）、同地域の妊産婦・５歳未満児を含めた

活動を行うことにより、将来的に間接裨益者であるインドネシア全土の妊産婦および乳

幼児に適用可能な現実的な政策・制度の構築が期待できる。 
・日本の技術の優位性：母子手帳については、1942年（昭和17年）に日本において創設さ

れ、現在まで、時代や必要性に応じた記載内容改訂を経つつ、60年余にわたり実施され

てきた制度であり、世界にこのような経験をもつ国は他にない。また、UNICEFが推進

している成長カードに比較して、出産後だけでなく出産前の記録も行えること、母子保

健サービス統合のツールとなりうるなどの優位性がある。さらにインドネシアにおいて

は、JICAが1992年から母子手帳の開発・導入･普及に係る支援を行ってきており、約15

年にわたる経験・ノウハウが蓄積されている。 
 
（２）有効性 

本プロジェクトは以下の理由から高い有効性が見込める。 
・プロジェクト終了時の協力効果としてのプロジェクト目標の達成可能性：プロジェクト

の６つの成果については、母子手帳へのアクセス確保から、活用促進、人材育成、モニ

タリング・報告、調査評価の政策立案・実施へのフィードバック、蓄積した経験・知識

の共有体制まで、包括的な政策・制度として構築するものとなっており、同成果の達成

により、プロジェクト目標である「母子手帳が母子保健サービス統合の手段として機能

するとともに、母子手帳を使った母子保健サービスを継続するためのシステムが確立す

る」が達成される見込みである。 
・プロジェクト目標達成の阻害要因：本プロジェクトは、母子保健に係る包括的な政策・

制度の構築を支援するものであることから、保健省内の多数の部局および地方政府、専

門家団体、医療従事者等の保健省外部団体・個人が多数関係することになるため、関係

者の調整と意思決定プロセスに多くの時間を費やすものと想定される。このため、

Project Directorである保健省地域保健総局長、Project Managerである同総局子ども保健

局長のイニシアティブ、調整力、意思決定の速度が非常に重要な要素となる。現在の地

域保健総局長および子ども保健局長ともに本プロジェクトに係るイニシアティブ・オー

ナーシップは高いと考えられるが、調整力および意思決定の速度については、保健省側

が外部者としてのJICAをうまく活用するように働きかける必要がある。 
 
（３）効率性 

本プロジェクトは以下の理由から効率的な実施が期待できる。 
・コスト：本プロジェクトでは、母子手帳の供給から活用まで包括的な政策・制度支援を

行うが、総投入額は3.2億円、長期専門家３名体制と活動規模に比して小規模な投入と

なっており、費用対効果は高いと思料される。 
・プロジェクトへの投入は、前プロジェクトの経緯やインドネシアの母子保健・母子手帳

に係る状況を十分に把握した長期・短期専門家の派遣および同様の人材からなる国内支

援体制の構築、さらにインドネシア国内の母子保健・母子手帳に係るリソースパーソン
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を傭人・活用することなどにより、効率的な投入を図る予定である。 
 
（４）インパクト 

本プロジェクトのインパクトは以下のとおり想定できる。 
・因果関係（上位目標がプロジェクトの効果として発現が見込まれるか）：現状としてイ

ンドネシアにおいて、母子保健サービスは公立サービスあるいは私立サービス、病院サ

ービスあるいは保健所サービス、また保健医療従事者の職種などの違いによって、連携

の取れた母子保健サービスが提供されているとはいえない。プロジェクト目標にあるよ

うに、連携の手段として母子手帳が位置づけられ、それを制度として継続することが達

成できれば、インドネシアにおいて母子保健サービスを連携して提供されることが可能

となる。プロジェクト目標で確立された制度が機能すれば、上位目標である、連携した

母子保健サービスの提供という意味で、どの保健医療施設においても母子手帳が利用さ

れ、どの妊産婦および５歳未満児もその恩恵を得るということにつながると考えられ

る。 
・上位目標以外の正負の影響・効果：プロジェクト目的である統合的な母子保健サービス

の提供と持続的な母子保健サービス体制の確立により、乳児死亡率や妊産婦死亡率が低

下することが期待される（ただし同効果については、医療技術の向上、地域保健医療体

制の整備、栄養状態の改善、住民経済の向上など多くの要素により影響を受けるため、

直接的な因果関係とその度合いの測定は困難である）。負の影響については、特に予想

されない。 
 
（５）自立発展性 

本プロジェクトによる効果は、以下のとおりインドネシア政府によりプロジェクト終了

後も継続されるものと見込まれる。 
・組織面：保健省については、母子手帳に係る保健大臣令で母子保健に係る記録媒体とし

て母子手帳を活用することが規定されたことにより、組織として母子手帳の活用促進す

る体制となっている。主C/Pである保健省地域保健総局長をはじめ、同子ども保健局

長、栄養局長など母子手帳活用推進に係る強いイニシアティブがあり、本プロジェクト

の協力終了後も組織面については自立的発展が見込まれる。また、保健省だけでなく、

母子保健に関係する専門家団体（産婦人科医協会、小児科医協会、助産師協会、全国看

護師協会、栄養士協会等）との連携を深めることにより、公的組織・民間組織の双方で

の自立発展性の強化が期待される。 
・財政面：保健省本省においては、2006年に母子手帳の印刷に係る特別予算措置（De-

concentration Fund）を行っており、今後５年間程度継続予定であることから、財政面に

係る当面の自立発展性は既に確保されている。今後、財政面での自立発展性を確保する

ため、本プロジェクトでは、ASKESKINや内務省の出生登録制度、専門家団体などとの

連携に母子手帳を組み込むことで、母子手帳の供給に係る予算措置を確保しやすくする

ことで、自立発展を促していく。 
・技術面：母子保健サービスの向上にあたって母子手帳の活用自体については、日本の母

子手帳をそのまま適用したものではなく、1994年からの一連の技術協力によりインドネ

シアの社会・文化に即した内容で開発されており、保健大臣令に見られるように、既に

インドネシアの制度となっており、技術的な受容素地は既に形成されている。また、本
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プロジェクトにおいては、インドネシア政府のイニシアティブを「後押し」する形で、

母子手帳の量的・質的拡大のための政策・制度形成支援を行うものであり、形成される

制度の自立発展度は高いと思料される。 
・社会・文化・環境面：自立的発展を阻害する要素は特に想定されない。 

６．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 
・本プロジェクトは母子保健の改善をめざすものであり、直接的効果として女性（妊産婦）の

健康改善、および間接的な効果として、開発における女性の役割向上の効果が期待できる。

・母子手帳は母親のみを啓発対象とするものではなく、父親に対する産前産後・育児に係る啓

蒙媒体となるものであり、同プロセスにおける父親の役割を拡大する効果が期待できる。 
・さらに、母子の健康状態が特に深刻な状況にあるのは貧困層であり、本プロジェクトにより

母子保健サービスの向上により、貧困層の母子の健康改善の効果やさらに現在まで母子の健

康問題により生じていた経済的損失（医療費等）の減少、および新たな経済的機会（雇用

等）の獲得が期待される。 
７．過去の類似案件からの教訓の活用 

インドネシアでは、1998年から2003年まで、インドネシアにおける母子健康手帳の普及を通

し、母と子が質の高い母子保健サービスを享受し、母親の健康な生活のための意識や行動が改

善されることを目的に、「母と子の健康手帳プロジェクト」が実施された。終了時評価におけ

る同プロジェクトが得た業務実施上の教訓としては、①事前評価調査の充実による的確な指標

を設定すること、②C/Pのコンセンサスを得るため、プロジェクトの計画時から実施、モニタ

リング、評価の各段階で、参加型の手法を導入した運営管理を行うこと、③定量的な指標では

適切に目標の達成度を測れない場合には、代替的な評価手法を検討または調査すること、④プ

ロジェクトの計画の大幅な変更に対応するため、必要性が生じた場合は詳細な分析調査ととも

に関係者の間で十分な協議を行うこと、⑤技術協力プロジェクトの効果的な実施、広域的な展

開のため、積極的に他のJICAスキームと連携すること、という５点があげられる。これらの

教訓は、本案件によりインドネシアにおける母子手帳の自立発展性を確保するという協力の

終フェーズにおいて、十分に配慮すべき貴重な教訓である。 
８．今後の評価計画 
・終了時評価調査：2009年２月～３月頃 
・事後評価：2012年９月頃 
９．添付資料 
（１）プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM） 
（２）Plan of Operation（PO） 
（３）プロジェクト モデル活動サイト地図 
（４）保健省組織図 
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第１章 調査の概要 
 
１－１ 調査実施の経緯 

我が国は、インドネシア共和国（以下、「インドネシア」と記す）における母子の健康改善の

手段としてインドネシア政府保健省と協力して、1998年から「母と子の健康手帳プロジェクト」

（プロジェクト方式技術協力）を５年間実施し、母子手帳を通じた母親と妊婦への保健教育と保

健医療記録を持つことによる、健康意識の向上と行動変革につながる活動を展開した。母子手帳

は、妊産婦および子どもの健康記録あるいは基礎的な保健情報の媒体として、利用者・医療サー

ビス提供者双方のニーズを捉え、母子手帳のプロジェクト対象州をはじめ多くの地域への普及に

貢献した。同プロジェクトの結果、2003年には妊産婦総数に対する母子手帳の充足率は48％に達

し、さらに2004年に母子手帳に関する保健大臣令発布、2006年度には中央政府による予算措置

（De-concentration Fund）や地方政府による独自予算化により充足率は62.4％に達する見込みで

あるなど、母子手帳の「量的」拡大は順調に進捗してきている。 
一方で、「質的」側面からみると、印刷・配布された母子手帳の妊産婦や保健医療従事者によ

る効果的な利用をより一層進める必要があり、そのために母子手帳を既存の保健医療システム内

にいかに位置づけるか、保健医療従事者が母子手帳の便益を自身のものとして実感できるように

するか、保健医療従事者への研修体制・内容の確立などが課題として残っている。 
上記のような課題に対応するため、2006年度より母子保健に係る新規技術協力プロジェクト

を開始する予定となっており、「母子保健アドバイザー」尾崎敬子専門家が保健省に派遣され、

同プロジェクトの2006年中の立上げをめざして準備を行ってきた。今般、同プロジェクトの立上

げにあたり、インドネシアの母子保健に係る問題と解決の方向性、同プロジェクトの大枠（上位

目標、目標、活動内容）を確定するとともに、プロジェクトの実施の妥当性等を確認するために、

事前評価調査を実施した。 
 
１－２ 調査団構成 

氏 名 担当分野 所 属 

花里 信彦 団長 JICAインドネシア事務所 次長 

中村 安秀 母子保健 大阪大学人間科学研究科 教授 

西村 恵美子 比較分析 JICA人間開発部第４G母子保健チーム職員 

上田 大輔 協力企画 JICAインドネシア事務所 所員 

※尾崎敬子個別専門家（母子保健アドバイザー）が協議に参加。また、戸田朱美青年海外協力隊

（JOCV）シニア隊員（母子保健）もオブザーバー参加。 
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１－３ 調査日程 

2006年６月25日（日）～７月２日（日）まで。 

月日 時間 調査行程 

6/25（日） 16：30 成田→ジャカルタ着（中村教授、西村職員）（JAL725） 

6/26（月）  8：30 団内打合せ 

 11：00 USAIDとの協議（Health Services Program：HSP） 

 14：00 UNICEFとの協議 （母子手帳を利用した出生登録） 

 18：00 インドネシア大学公衆衛生学部Dr.Agustinとの協議（インパクト調査） 

6/27（火） 

 
午前 

保健省内関係課長・係長との協議 
（母子保健に係る問題・目的分析、プロジェクトの支援対象範囲、 
M/M本文、PDM、POの説明・議論） 

 午後 
保健省５歳未満児・就学前児童健康課長（Ms.Erna）との協議 
（PO、関係部署の整理） 

6/28（水） 午前 
保健省関係局長との協議（子ども保健局、栄養局長ほか） 
（プロジェクト枠組み、M/M内容の議論） 

 午後 M/M訂正作業 

6/29（木） 午前 

関係省庁・専門家団体・ドナー・NGOへのプロジェクト計画説明会 
保健省（子ども保健局長ほか） 
専門家団体（助産師協会、看護師協会、栄養士協会等） 
ドナー（USAID、AUSAID、UNICEF、WHO、WFP） 
NGO（Save the Children、Care） 

 午後 団内打合せ 

6/30（金）  9：30 M/M署名 

 11：00 JICAインドネシア事務所長報告 

 14：00 団内打合せ（プロジェクト名、モデル活動、JOCVとの連携策） 

7/1（土）  6：30 ジャカルタ→西スマトラ州パダン（中村教授、西村職員、尾崎専門家） 

 
午前～

午後 

西スマトラ州立Dr.M Djamil Padang病院視察（産科外来） 
パダン市内Lubuk Begalang保健所視察（母親学級） 

 17：00 パダン→ジャカルタ 

7/2（日）  0：20 ジャカルタ発（中村教授、西村職員）（JAL726） 

  8：00 成田着 
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１－４ 協議・視察先 

（１）保健省 
１）カウンターパート（Counterpart：C/P）部署：地域保健総局（総局官房、母親保健局、

子ども保健局、地域栄養局、地域保健局）。 
２）関係部署：医療サービス総局（基礎・歯科医療局、専門医療局、看護局）、大臣官房

（計画予算局、保健増進センター、保健財政・健康保険センター）、疾病対策環境衛生総

局（監視・疫学・予防接種局長、直接感染症対策局長）、保健医療人材強化センター人材研

修センター。 
 

（２）関係省庁 
１）内務省（村落開発総局） 
２）女性エンパワーメント国務大臣府 
 

（３）専門家団体 
小児科医協会（ Ikatan Dokter Anak Indonesia ： IDAI ）、助産師協会（ Ikatan Bidan 

Indonesia：IBI）、産婦人科医協会（Persatuan Obgine dan Gynekologi：POGI）、栄養士協会

（Persatuan Ahli Gizi Indonesia：PERSAGI）、全国看護師協会（Persatuan Perawat Nasional 
Indonesia：PPNI）。 

 
（４）ドナー・NGO 

米国国際開発庁（US Agency for International Development：USAID）、オーストラリア国際

開発庁（Australian Agency for International Development：AUSAID）、世界保健機構（World 
Health Organization：WHO）、国連児童基金（United Nations Children’s Fund：UNICEF）、世界

食糧計画（World Food Program：WFP）、Save the Children、Care。 
 

（５）有識者 
１）Dr. Agustin（インドネシア大学、インパクト調査関係） 
２）Prof. Azwar Anwar（前保健省地域開発総局長） 

 
（６）地方現場視察 

西スマトラ州Dr.M.Djamil Padang病院（産科外来）およびパダン市Lubuk Begalang保健所

（母親学級）。 
 
１－５ 事前評価の方法 

本事前評価調査では、以下のような項目に関して調査・協議を行った。 
 

（１）インドネシアの母子保健に係る問題分析および目的分析を保健省および関係者（内務省、

女性エンパワーメント省、医師会等の専門家団体）と共同で行う。 
 
（２）本プロジェクトで取り組むべき課題を協議・確定する（インドネシア政府独自の取り組み
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やドナーの支援状況を勘案のうえ確定する）。 
 
（３）プロジェクトの上位目標、目的、活動、パイロットサイト地について協議を行う。 
 
（４）プロジェクトのマネジメント体制、コストシェアリングについて確認を行う。 
 
（５）日本側の投入（専門家人数／TOR、本邦研修・現地国内研修・第三国研修、機材供与）を

検討する。 
 
（６）上記（１）～（５）の協議結果をプロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design 

Matrix：PDM）、活動計画（Plan of Operation：PO）に取りまとめる。 
 
（７）上記（１）～（６）で決定したプロジェクトのフレームワークに係る評価５項目分析を行

う。 
 
（８）母子保健に係る他ドナーの活動状況の把握・プロジェクト計画案に係る意見交換を行う。 
 
（９）上記（１）～（８）の検討結果を協議議事録（Minutes of Meetings：M/M）に取りまとめ

て署名交換を行う。 
 
プロジェクトのフレームワークに係る評価５項目については、各項目について下表のような

観点から評価を行った。 

評価項目 評価の視点 

妥当性 
（Relevance） 

プロジェクト目標および上位目標とプロジェクトに関連する政策との整合

性、受益者のニーズとの合致度、プロジェクトの計画の論理的整合性を検証

する。 
有効性 

（Effectiveness） 
プロジェクト目標の達成の見込みとそれに対する成果の貢献度を分析する。

効率性 
（Efficiency） 

投入が成果にどのようにどれだけ転換されたか、投入された資源の質、量、

手段、方法、時期の適切度の観点からプロジェクトの実施過程における効率

性を検証する。 
インパクト 
（Impact） 

プロジェクトによって生じた正負の影響を検証する。 

自立発展性 
（Sustainability） 

プロジェクト終了後もプロジェクト実施による便益が持続されるか否かの見

通しをマネジメント的、財務的、組織的観点から検証する。 
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第２章 プロジェクト実施の背景 
 
２－１ インドネシアの経済・社会開発の概況 

インドネシア経済では、スハルト政権の下で、経済の自由化、外国資本への門戸開放、工業

化と食糧増産を重視する開発政策、インフレ・財政赤字を抑制するマクロ均衡政策が推進された。

その成果として、軽工業製品を中心とする輸出振興、外国からの投資拡大が実現した。これらの

一連の改革を世界銀行、アジア開発銀行（Asian Development Bank：ADB）、日本をはじめとする

先進諸国からの援助が支えてきた。このような開発政策の成功と恵まれた国際経済環境により、

同国は「東アジアの奇跡」と称されるほどの高成長（70年代から90年代半ばにかけて平均年率

７％）を達成した。しかし、対外債務のミスマネジメントを主な要因とする1997年８月以降のア

ジア通貨危機で、同国経済は深刻な影響を被った。実質経済成長率はマイナス13％（1998年）ま

で落ち込み、為替は2,890ルピア／ドル（1997年期中平均）から10,210ルピア／ドル（1998年期

中平均）へと暴落した。その後、国際通貨基金（International Monetary Fund：IMF）との経済改

革プログラムに沿ったマクロ経済の安定、金融システムの改革を着実に推進し、ここ数年、経済

は安定的な成長を続けている（実質経済成長率：2004年5.1％、2005年5.6％）。また 近では、

成長の要因がこれまでの個人消費中心から投資にも広がっており、安定成長の潜在力も強まって

きている。こうした安定成長を通じて、財政赤字・政府債務残高の着実な減少、物価・金利の安

定等に見られるように、マクロ経済状況が改善されてきている。この経済成長は同国の貧困削減

にも大きく貢献し、貧困人口は1976年の約5000万人（総人口の約40％）から1996年には約2000万

人（総人口の約11％）へと大幅に減少しているものの、貧困の格差の存在などいまだ課題は残っ

ている。 
インドネシアでは、地方分権に関する1999年法律22号および25号が2001年から施行されたこ

とにより、スハルト政権下の中央集権体制から、州を飛び越えて県レベルに権限を委譲する急速

な地方分権化が行われた。その後、1999年法律22号および25号に代わり、それぞれ2004年法律32

号と2004年法律33号が施行され、州政府の県・市の調整機能としての役割が明確になった。この

地方分権化により、地域開発はこれまでの中央政府主導による開発から、地域の特色を活かし、

地域のステークホルダー参加による地域主導アプローチによる開発へと移行した。地域開発にお

ける地方政府の役割も、開発政策やプロジェクトの計画・実施に拡大した。しかし、「ビッグバ

ン」と呼ばれる急速な地方分権化政策は、実施にあたって幾多の混乱を引き起こしている。具体

的には、①中央、州、県政府間の役割分担の不明瞭さ、②地方政府への財源委譲の非合理的・不

均衡的な配分、③過剰に地方自治体の分立を誘引する財政分配システム、④地方分権の受け皿と

なる地方政府の行政サービスや地域開発に係る能力不足、などの問題があげられる。結果として、

インフラ整備、教育や保健医療といった基礎的な住民サービスなど、様々な分野で透明性が高く

効率的なサービスの提供が困難になってきているという現象が起こっている。 
 
２－２ インドネシアの母子保健の概況 

２－２－１ 当該分野の現状 
インドネシアの保健医療の全般的な水準は過去30年間にかなり改善してきており、母子保

健についても同様のことがいえる。例えば、乳児死亡率（Infant Mortality Rate：IMR）をみる

と、1967年は出生1,000人に対し死亡数145、1990年63、1995年46、2000年には51、2003年で35
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と年々改善されてきている。 
しかし、近隣のASEAN諸国に比べると、マレーシアでは出生1,000人対８、フィリピンは29

（なお、日本は3.4）となっており、インドネシアの数値はいまだ改善の余地が大きいことが

わかる。また地域別（州別）にみると、 高の西ヌサテンガラ州と、 低のジョクジャカル

タ州では５倍の差が見られる。 
また、５歳未満児死亡率は出生1,000対45（2001年）となっており、同数値も他ASEAN諸国

に比較して高い。乳幼児死亡の死因割合（2001年）をみると、男女とも周産期の原因による

ものが も多く、２位は肺炎、次いで下痢症、破傷風、ジフテリア・麻疹となっているが、

周産期によるものが も多いということは妊娠後期の健康管理の重要性を、また乳幼児の呼

吸器感染症による死亡が多いのは、親の育児や保健衛生知識に係る啓発の重要性を示唆して

いる。 
妊産婦死亡率（Maternal Mortality Rate：MMR）についても、対出生10万件で2001年は307で

あり、他ASEAN諸国（マレーシア39、ベトナム95、フィリピン240）の状況と比すると状況の

深刻さが歴然としている。妊産婦死亡の死因をみると、出血によるものが45.2％と も多く、

以下子癇（妊娠中毒症）12.9％、流産の合併症11.1％、産褥熱9.6％などとなっている。このよ

うな妊産婦死亡率の高さは、地域での妊産婦の危険な兆候に対する｢発見の遅れ｣、地域から

保健医療施設への｢搬送の遅れ｣、保健医療施設における「適切な処置、治療の遅れ」の３つ

の遅れや、妊娠出産に係る基礎的な知識が母親（および家族）に不足していることがあげら

れる。 
 

２－２－２ インドネシア政府の政策 
上記に対して、インドネシア政府は「国家中期開発計画（Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah：RPJM）：2005～2009」の５つの基本的目標の一つである「国民の福祉向上」の中

で、母子保健を「質の高い保健サービスの向上」に係る目標として位置づけている。同計画

では、「2009年までの健康開発の目標として、①乳児死亡数が出産1,000人に対し35から26に低

下すること、②出産時の母親死亡数を出産10万人当たり307から226に低下すること、③５歳

未満の幼児栄養失調率が25.8％から20.0％に低下すること」が掲げられている。また、保健省

は1999年に保健医療の長期的な政策目標として“Healthy Indonesia 2010”を公表して、今後10

年間の長期展望に立って新しい「保健パラダイム」として政府の保健政策の目標を示した。

同政策を実施推進するための優先事項10項目の一つとして、リプロダクティブヘルスの向上

が掲げられており、これら優先事項に対する予算配分の増額が謳われている。 
 

２－２－３ 母子手帳の導入の経緯と現況・課題 
母子保健改善のためには、妊婦・母親への保健教育と妊産婦保健医療記録を持つことによ

る健康意識の向上と行動変革を図ることが必要であるが、インドネシア政府はその具体的な

手段として、JICAとの協力のもと母子手帳の導入を図ってきた。 
具体的には、1989～1994年まで「家族計画・母子保健プロジェクト」を実施し、インドネ

シア版母子手帳の開発と試行を行った。さらに、1998～2003年まで「母と子の健康手帳プロ

ジェクト」を実施し、その結果、母子手帳は妊産婦および子どもの健康記録や基礎的な保健

情報の媒体として、利用者・医療従事者双方のニーズを捉え、プロジェクト対象州をはじめ
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多くの地域へ普及した。2003年には妊産婦総数に対する母子手帳の充足率は全国で48％（約

250万冊）に達し、さらに2004年に母子手帳に係る保健大臣令の発布や2006年の保健省に特別

予算措置（De-concentration Fund）、地方政府による独自予算確保により、同充足率は62.4％
（約300万冊）に達する見込みであるなど、母子手帳の「量的」な拡大は順調に進捗してきて

いる。 
ただし、図２－１からも明らかなように、充足率には地域間格差が存在することに留意す

る必要がある。母子手帳に係る保健大臣令では、母子手帳の充足に係る州および県政府の責

任を明確に定めている。地方分権化の状況のもと、県政府には母子手帳に係る予算を確保す

る努力が望まれる。また州政府には、県政府において母子手帳が充足できない場合の緩衝的

役割が求められるとともに、母子手帳をより安価な単価で印刷するために同州内の県政府を

調整することが求められている。幾つかの地方政府では、母子手帳を有料化する試みも始ま

っているが、これは母子手帳の充足率を確保するとともに、利用者側に母子手帳を有効活用

するインセンティブを与えるものとも考えられる。さらに、民間セクターにおいても、イン

ドネシア助産師協会が母子手帳を１冊5,000ルピアで販売することにより母子手帳の確保に努

めている。 
保健省の特別予算措置は５年後には終了する見込みであることから、母子手帳の安定的な

供給・配布を確保するためには、地方分権体制下で保健サービス提供の責任を担う地方政府

による母子手帳の供給・配布の促進、母子手帳の裾野を広げるために健康保険制度や出産登

録制度との連携、母子保健に関係する専門家団体による母子手帳の活用促進、などを推進す

ることが重要な課題となっている。 
「質的」側面からみると、印刷・配布された母子手帳の妊産婦や保健医療従事者による効

果的な利用をより一層進める必要があり、そのために母子手帳の活用モデルの構築、母子手

帳の既存の保健医療システム内の位置づけや各種の母子保健サービス統合のツールとしての

活用、保健医療従事者への研修体制・内容の確立などが課題として残っている。 
母子手帳の配布については、公衆衛生サービスに係る行政システムの流れにそって実施さ

れているものの、それ以外の病院や民間診療所での配布が大きな課題である。行政システム

においては、対象となる妊産婦に対する実際の配布に関しては保健医療従事者が在庫管理シ

ステムを活用しつつ行われているが、これは成長モニタリング表（Kartu Menuju Sehat：
KMS）の配布における教訓を活用したものとなっている。母子手帳に係る技術マニュアルで

は、母子手帳の重複配布を回避するために保健医療従事者が記入を行うとされており、KMS
カードの配布に比較してより慎重に行われている。また、母子手帳の配布数は出産前診療の

ために保健医療施設を訪問した妊婦の人数と同等とすることが推奨されている。一方で、保

健行政システムとは異なり、病院や民間診療所における母子手帳の配布は十分でない。助産

師により経営される民間診療所などでは有料での配布が始まっているものの、病院に関して

は手つかずの状態に近い。 
母子手帳の医療従事者への導入研修に関しては、地域により対応が異なる。例えば、職場

研修実施については、医療従事者に対して特別研修を実施している州もあれば、簡単な紹介

のみ行い、技術ガイドラインの学習は医療従事者自身の努力に委ねられている州も存在する。

また、医療従事者の教育機関での母子手帳の導入研修に関しても、養成学校のカリキュラム

に組み込まれている州もあるものの、これは独自の取り組みであり、全国的な制度として確
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立されたものではない。概して、助産師以外の医療従事者については、母子手帳を業務で活

用するための研修や導入を受けたことがまったくないことが多いといえる。 
母子保健サービスのモニタリング・報告に関しても、地域により実施状況が異なる。制度

上は、母子手帳のモニタリング・報告様式において配布状況をチェックすることや、既存の

医療記録様式においても妊産婦が母子手帳を受領したかどうか確認することが推奨されてい

る。母子手帳の受領者が数千ルピアを支払うことが求められる地域においては、当該地方政

府の条例により、徴収金管理のための制度・様式が整備されていることが多い。しかしなが

ら、地方分権化により県レベルに大幅な権限移譲がなされた結果、州レベルに情報が集まら

なくなっているケースが多い。年次全国レビュー会議が州レベルから全国レベルでの情報を

集約する 適の機会であるが、中央政府からの州政府への情報提供要請に関しても、十分に

対応がなされていないのが現状である。 
母子手帳の活用に関しても、多くの地域において適切に活用されているとは言い難い状況

にある。概して、妊娠期間中に関しては妊婦は健康状態にかかわらず母子手帳を保健施設に

持参することが多い。一方で、乳幼児ケアに関しては、健康診断や予防接種時には活用され

るものの、疾病時に活用されない場合が多いことが課題となっている。医療従事者が母親に

対して乳幼児が疾病の際には母子手帳を必ず持参するように指導した場合、状況が改善する

ことが報告されており、このことから医療従事者から母親に対する啓発が不足していること

がうかがわれる。 
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第３章 事前評価調査結果の概要 
 
 事前評価調査の調査結果の概要は下記のとおりである。なお、本調査結果を受けたプロジェク

トの基本計画については、第４章に記載する。 
 
３－１ 目的分析とプロジェクトの対象範囲 

事前評価調査に先立ちJICA内部で協議・検討した方針（以下、「対処方針」と記す）で作成し

た目的分析図（図３－１）について、保健省の関係部局と協議を行った結果は、図３－２のとお

りである（なお、目的分析図は、「図３－３」の分析に基づき、各問題を解決するために、いか

なる対策を講ずる必要があるか分析したものである）。 
協議の結果、母子手帳に係る現状や解決の方向性について、保健省側とJICA側の認識にほと

んど違いは見られなかった。 
一方で、プロジェクトで取り組むべき内容について、協議の結果、保健省側の強い意向を反

映して、対象範囲が対処方針に比較して拡大した。具体的には、対処方針で保健省との協議次第

としていた部分、すなわち、①医療従事者（病院と保健所における助産師以外の医療従事者）に

対する母子手帳の研修、②保健ボランティア（Kadar）への母子手帳の紹介、③貧困家庭用健康

保険（Asuransi kesehatan keluarga miskin：ASKESKIN）との連携についてはプロジェクトの活動

として取り組むこととなった。また、もともとインドネシア側の活動となっていた専門教育過程

での母子手帳の導入についても、プロジェクトでの対応が要請され含めることとなった。さらに

新たな活動として、母子手帳を使用した母子保健関係プログラムの統合のモデル活動が新たに加

わった。 
 
３－２ プロジェクト名 

英語名について、仮称では“Project for Improving the Quality of Mother Health Service”として

いたが、保健省側が前プロジェクト〔「母と子の健康手帳プロジェクト」（1998～2003年）〕から

の継続性とその成果を発展させるプロジェクトと認識していることから、前プロジェクトの名称

をほぼ踏襲し、“Project for Ensuring Maternal and Child Health Service with MCH Handbook Phase 
II”とした。 

和文名については、仮称では「妊産婦の健康改善支援プロジェクト」としていたが、妊産婦

だけでなく、母子手帳は父親や５歳未満児も対象であることから、「母子手帳による母子保健サ

ービス向上プロジェクト」とした。 
 

３－３ プロジェクト内容 

保健省と協議の結果、付属資料３．事前調査M/Mのとおり合意した。 
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プロジェクト目標については、対処方針時の「母子手帳による母子保健サービスの自立発展

性の向上」について自立発展性の定義が不明瞭であることから、「母子手帳を使った母子保健サ

ービスを継続するためのシステムが確立する」との表現に変更するとともに、「母子手帳が母子

保健サービス統合の手段として機能する」との表現を加えた。 
成果については、対処方針と大枠では変更がないが、「モニタリングとオリエンテーション

（研修）」については、性質的に異なることから、２つの成果として分離した。また、三国研修

に係る成果については、「母子手帳の母子保健サービス改善に係る経験の効果的な共有」から

「母子手帳の母子保健サービス改善に係る経験を効果的に共有する保健省と関係地方政府の能力

の強化」に変更し、プロジェクト目標に連結するように変更した。 
活動については、対処方針会議時に比較して、具体的活動が想定できるようにより詳細化を

行った。 
 
３－４ プロジェクト運営計画 

M/MのAnnex IIにあるとおり、POを作成し、各活動の活動時期の計画を策定した。また、保健

省内の多数部局が関係することから、各活動についてどの部署が関係するのか、また同関係部署

の中でのフォーカルポイント部署を特定、合意した。 
 
３－５ プロジェクト実施場所（プロジェクト・サイト） 

日常的な活動は、保健省本省（ジャカルタ）となることを確認した。 
一方、地方サイトについては、対処方針では、モデル活動の実施州として西ジャワ州、バン

テン州の２州、第三国研修開催地として西ジャワ州、中部ジャワ州、東ジャワ州、西スマトラ州、

西ヌサテゥンガラ州の５州を暫定的に予定していたが、保健省が多数地域でモデル活動を展開し

たい強い意向をもっていること、および実務的観点から少数の州で複数のモデル活動を行うこと

の受入れ州の吸収能力の問題から、モデル活動地を当初予定の２州から５州へと拡大した。具体

的には、西ジャワ州（保健ボランティア：Kadarによる母子手帳活用）、西スマトラ州（子どもに

ついての母親学級）、西カリマンタン州（病院における母子手帳活用）、西ヌサトゥンガラ州（母

親学級）、東ジャワ州（研修実施モデル地、将来的には私立病院サービス、出生登録）としてい

る。第三国研修については、毎年研修実施担当州を変更することの困難さから東ジャワ州１州に

絞り込むこととした。同州の選定理由としては、母子手帳に係る創造的な活動があること、州政

府が県政府の動向を把握している度合いが高いこと、研修運営能力が高いこと、東部インドネシ

アに近接しており、同地域からの研修員受入れが容易であることがあげられる。 
 
３－６ インドネシア側のプロジェクト実施体制 

事前の方針どおり、Project Directorは保健省地域保健総局長、Project Mangerは同総局子ども保

健局長とすることで合意した。両者ともに、母子手帳による母子保健の改善について強いコミッ

トメントおよびイニシアティブをもっていることを確認した。 
保健省内全体の調整、全体計画作成等については、Steering Committeeを形成して行う。同委

員会は、地域保健総局長を議長とし、メンバーは母子保健に関係する、地域保健総局、大臣官房、

医療サービス総局、疾病対策環境衛生総局、医療計画育成センターの計５総局／センターから、

14局長／センター長で構成される（図３－４を参照）。開催頻度はメンバーが多いこともあり、
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対処方針時に想定していた半年に１回から１年に 低１回の開催に変更した。 
プロジェクトの日常的活動の計画・調整・実施、および技術的事項の検討については、保健

省内の関係課長から構成されるWorking Groupが所掌する。同委員会は、地域保健総局子ども保

健局の５歳未満児・就学前児童課長を議長とし、Steering Committeeと同じ総局・センターの関

係16課長により構成される（保健省側が関係するすべての課を含める強い意向を示したため、対

処方針会議時の想定の５課長から大幅に増加した）。 
日常的なプロジェクト業務の推進にあたっては、Working Group構成要員が多数にのぼり、全

員の招集は困難であることから、Working Groupメンバーの中から当該事項を所掌する関係課長

と協働する。 
保健省外の関係省庁（内務省や女性エンパワーメント省）、専門家団体を含めた包括的な事項

の検討にあたっては、既存のNational Review Meeting on Reproductive Healthの枠組みを活用した

意向が地域保健総局長より示された。同枠組み活用を前提としつつ、必要に応じて母子保健に係

る国家諮問委員会（national advisory board）の新設を行うことを検討する。 
 

３－７ プロジェクト予算 

本プロジェクトに係る先方予算（C/P予算）について、2006年度分についてメインC/Pである

保健省地域保健総局子ども保健局は予算確保済みである（ただし、同局所轄の活動について予算

化されているのみ）。2007年度のC/P予算についても現在、大臣官房計画予算局が予算要求中のよ

うであるが、引き続き詳細の確認およびフォローが必要である。 
 
３－８ プロジェクトへの投入 

インドネシア側投入については、上記「３－７」のとおり。 
日本側投入については、プロジェクトがカバーする範囲が拡大したことから、対処方針時に

比較して、現地活動費の増額、ローカル・エキスパート（４名程度）の傭人費や、C/P研修枠を

増加させることとした。 
 
３－９ プロジェクト事務所 

保健省内でのプロジェクト事務所については、当面は母子保健アドバイザー専門家の執務室

の継続使用に係る承諾を得た。ただし、全ドナーを保健省内の一つの階に集合させる際には、移

動せざるを得ない見込みである。 
 
３－10 他ドナーとの連携 

ドナー・専門家団体を招集した会議において、本プロジェクトの枠組みに関する説明を行っ

た。ドナーからは、母子手帳に係る保健大臣令に基づき、母子保健サービス向上に係る支援実施

にあたって、母子手帳を活用する意向が示された。 
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図３－４ 保健省組織図 
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第４章 技術協力プロジェクトの基本計画 
 
４－１ 協力の基本方針 

インドネシア政府側独自の取り組み（大臣令、予算化）や今後の計画、および他ドナーによ

る支援内容を踏まえて、今後インドネシアが母子手帳を活用した妊産婦および乳幼児の保健改善

サービスを自立的に発展させていくための「制度／システム」の構築を支援する。 
 
４－２ 実施体制 

（１）プロジェクト責任者 
・Project Director：保健省地域保健総局長 
・Project Manager：保健省地域保健総局子ども保健局長 

 
（２）運営委員会（Steering Committee） 

１）機能：年間計画の承認、プロジェクト進捗状況のモニタリングと課題への対策検討、プ

ロジェクトの成果の共有・普及 
２）議長：保健省地域保健総局長 
３）事務局：地域保健総局 子ども保健局長 
４）構成員：保健省内関係総局の局長級 

・地域保健総局（総局官房長、母親保健局長、地域栄養局長、地域保健局長） 
・大臣官房（計画予算局長、保健増進センター長、保健財政・健康保険センター長） 
・医療サービス総局（基礎・歯科医療局長、専門医療局長、看護局長） 
・疾病対策環境衛生総局（監視・疫学・予防接種局長、直接感染症対策局長） 
・保健医療人材計画育成センター（人材研修センター長） 
・JICA（専門家チーム、インドネシア事務所長） 

５）開催頻度：１年に１回。必要に応じて臨時開催 
 
（３）作業部会（Working Group） 

１）機能：プロジェクトの日常的活動の計画・調整・実施とモニタリング  
２）議長／事務局：保健省地域保健総局 子ども保健局５歳未満児・未就学児健康課長 
３）構成員：保健省内関係総局の課長級 

・地域保健総局 母親保健局（妊婦健康課長、分娩・分娩後健康課長） 
子ども保健局（乳児健康課長） 
地域栄養局（マクロ栄養課長、食糧摂取課長） 
地域保健局（基礎的保健組織・地域保健活動課長） 

・大臣官房 計画予算局（国際協力課長） 
保健促進センター（パートナーシップ・地域参加課長） 
保健財政・健康保険センター（構成員課長） 

・医療サービス総局 基礎・歯科医療局（医療機関での基礎医療課長） 
専門医療局（非教育病院での専門医療課長） 
看護局（助産師課長、基礎的看護課長） 
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・感染症対策総局 監視・疫学・予防接種局（予防接種課長） 
直接感染症対策局（急性呼吸器感染課長） 

・保健医療人材計画育成センター人材研修センター（技術・機能研修課長） 
・JICA専門家チーム 

４）開催頻度：必要に応じて随時開催 
 
４－３ 協力の枠組み 

４－３－１ 上位目標 

1. すべての保健関係施設で母子手帳を使った母子保健サービスが提供されるようになる。

2. すべての妊婦と５歳未満児の母親が健康記録を持つ。 
＜指標・目標値＞ 
（１）母子手帳を使った母子保健サービスを提供する保健関係施設数が増加する。 
（２）妊婦と５歳未満児の母親への母子手帳の配布率が80％を上回る。 
（３）出産前ケア・アクセス率（第一回妊婦検診率、第四回目妊婦検診率）、適切な訓練を

受けた医療従事者介助による出産、母乳哺育率を含む関係指標が改善する。 
 

４－３－２ プロジェクト目標 

母子手帳が母子保健サービス統合の手段として機能するとともに、母子手帳を使った母子

保健サービスを継続するためのシステムが確立する。 
＜指標・目標値＞ 
（１）母子手帳の供給システムの安定性（供給量、制度、予算）が増す。 
（２）母子手帳の有効利用に係るモデルを採用する地方政府が出てくる。 
（３）保健省が収集するモニタリング指標の中に、母子手帳に係る指標が含まれるようにな

る。 
 

４－３－３ 成果・活動 

成果１：住民の母子手帳へのアクセス度が高まる。 

＜活動＞ 
1-1 母子保健関係者にそれぞれの業務で母子手帳を活用するように、保健省の各担当部局を

通じて促進する。 
1-1-1 貧困家庭用健康保険が母子手帳を活用することを促進する。 
1-1-2 専門家団体（産婦人科医協会、小児科医協会、助産師協会、全国看護師協会、栄養

士協会）が構成員に母子手帳の業務での活用を奨励することを促進する。 
1-1-3 内務省が出産登録の推進をするために母子手帳を活用することを促進する。 
1-1-4 母子手帳の供給に係る地方政府の役割を促進する。 

1-2 保健施設への母子手帳の配布を増加させる。 
1-2-1 公的医療施設における母子手帳の配布を促進する。 
1-2-2 民間保健施設（助産師診療所等）における母子手帳の配布を促進する。 

1-3 母子手帳改善への技術的検討を行うために保健省内の作業部会を形成･運営する。 
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＜指標・目標値＞ 
1-1 貧困家庭用健康保険、民間医療施設、専門家団体、中央省庁（保健省以外）、地方政府

などの関係者により準備される母子手帳の数が増加する。 
1-2 母子手帳の公的・民間医療機関での配布率が増加する。 
1-3 関連の中央レベル委員会や作業委員会が母子手帳の利用可能性向上のために設置、開催

される。 
 

成果２：関連医療従事者を対象とした母子保健に係る研修制度が強化される。 

＜活動＞ 
2-1 助産師向けの母子手帳の定期的研修を強化する。 
2-2 関係する医療従事者養成過程へ母子手帳に係る紹介を導入する。 
2-3 医療従事者に対して保健省の関係部局が行う事業において、母子手帳に係る研修が盛り

込まれることを促進する。 
2-4 民間セクター（助産師協会）が母子手帳ファシリテーターのリソースとなることを促進

する。 
＜指標・目標値＞ 

2-1 母子手帳が保健省子ども保健局以外の関係組織・プログラムにも導入され、研修メニュ

ーに加えられる。 
2-2 医療従事者への母子手帳の導入を行う公的・民間保健施設の数が増加する。 

 

成果３：母子保健のモニタリング・報告に係る制度が強化される。 

＜活動＞ 
3-1 保健省が実施する他事業においても母子手帳の活用状況をモニタリングするよう促進す

る。 
3-2 母子保健に係る全国報告制度に母子手帳に係る項目を含むように促進する。 

＜指標・目標値＞ 
保健省の年次報告システムの指標に母子手帳の配布率が含まれる。 

 

成果４：母子手帳の有効利用に係るモデルが形成される。 

＜活動＞ 
4-1 子どもの健康に係る母子手帳のモデル活動（育児学級コンテンツの開発を通じて母親学

級が母子保健を網羅するようにする）を保健省地域栄養局および子ども保健局が中心に

なって形成する。 
4-2 出産登録など他のプログラムが母子手帳を活用することを促進するモデルを、保健省子

ども保健局が中心となって内務省などと連携しつつ形成する。 
4-3 村落アラートプログラム、助産師のコミュニケーション･カウンセリング研修、Birth 

Preparednessなどと母親学級などとの統合を通じて、妊娠期および産褥期における母子

手帳の活用モデルを保健省母親保健局が中心となって形成する。 
4-4 保健ボランティア（kadar）への母子手帳の紹介を保健省保健増進センターが中心とな
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って促進する。 
4-5 病院および私立診療所における母子手帳の活用を保健省医療サービス総局が中心となっ

て促進する。 
＜指標・目標値＞ 

4-1 有効活用のための母子手帳の補助活動（母親学級など）のモデルが利用可能になる。 
4-2 他の機関が所管するプログラムと母子手帳の連携モデルが利用可能になる。 

 

成果５：母子手帳の母子保健改善への効果に係る調査・評価の結果が保健省の政策策定・

実施過程に反映される。 
＜活動＞ 

5-1 調査・評価の計画・立案を行う。 
5-2 母子手帳の母子保健改善への効果に係るインパクト調査を行う。 
5-3 モデル活動の評価を行う。 
5-4 調査・評価結果を全国年次報告会議にフィードバックする。 
5-5 実証的アプローチに基づく母子手帳の改訂を支援する。 
5-6 プロジェクトの経験と成果を関係者に普及する。 

＜指標・目標値＞ 
5-1 出産前ケア・アクセス率（第一妊娠期の第一回目妊婦検診、第二妊娠期の第四回目妊婦

検診）、適切な訓練を受けた医療従事者介助による出産などの母子手帳の母子保健への

効果に関する調査結果が得られる。 
5-2 調査結果が保健省の政策と実施に反映される。 

 

成果６：第三国研修および現地国内研修を通じて、保健省と地方政府の、母子手帳を使用

した母子保健改善の経験を効果的に共有する制度･能力が強化される。 
＜活動＞ 

6-1 母子手帳に係る中央レビュー会議*を開催する。 
*1998年から始まった母子手帳の普及状況をレビューする会議。現在は隔年開催なので、

未開催の年は別途隔年で保健省が主催する会議のトピックに含め、毎年普及状況をモ

ニタリングする予定。 
6-2 第三国研修および現地国内研修を実施する。 

＜指標・目標値＞ 
6-1 母子手帳を使用した母子保健改善の経験が適切に集約され、第三国研修および現地国内

研修に反映される。 
6-2 第三国研修および現地国内研修が効果的・効率的に実施される。 

 
４－３－４ 投 入 
（１）日本側（総額3.2億円） 

１）専門家 
ａ）長期専門家：３名（リーダー、母子手帳活用促進、業務調整） 
ｂ）短期専門家：年間２～３名（運営指導、教材開発、連携促進等） 
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２）C/P研修：年間６名程度×２週間×４年度 
３）携行機材：研修・IEC機材等 
４）現地活動費 

ａ）日常経費 
ｂ）特別事業経費（研修・セミナー開催経費、母子手帳ガイドラインセット・母親学級

セットの印刷・配布費等） 
５）その他：第三国研修：年間15名（技術協力プロジェクトとは別枠） 

 
（２）インドネシア側 

１）C/P配置 
２）C/P経費：会議費（JCC、Working Group、National Review Meetingなど）、C/P旅費、研

修講師（省職員） 
３）プロジェクト事務所スペース、電気代 

 
４－３－５ 外部条件 
（１）成果達成のための外部条件 

・保健省が母子手帳の系統的モニタリングと研修に係るリーダーシップを取る。 
・保健省内の複数関係部局のC/P予算が確保される。 
 

（２）プロジェクト目標達成のための外部条件 
・保健省が母子手帳を使用した母子保健改善の政策を継続する。 
・複数の関係機関に対して地域保健総局が十分なリーダーシップを発揮する。 
・複数の関係機関が関係プログラムの中に母子手帳を位置づける。 
・地方分権化のトレンドが変わらないこと 
 

（３）上位目標達成のための外部条件 
・複数の関係機関が予算の裏づけをもって母子手帳を活用し続ける。 

 
４－４ 今後の実施スケジュール 

・運営指導調査：2007年12月頃 

・終了時評価調査：2009年２月～３月頃 

・事後評価：2012年９月頃 
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第５章 プロジェクト実施の妥当性 
 
 以下の視点から評価した結果、本プロジェクトの実施は適当と判断される。 
 
５－１ 妥当性 

本プロジェクトは以下の理由から妥当性が高いと判断される。 
・ニーズとの合致：インドネシアでは、ASEAN各国に比較して乳児死亡率や妊産婦死亡率が高

く（特に、妊産婦死亡率は飛び抜けて高い数値である）、母子保健サービスの向上が喫緊の課

題となっており、母子保健改善に係る支援の妥当性は極めて高い。 
・相手国政府の開発計画との整合性：インドネシア政府は、第２章「２－２－２」のとおり、

「国家中期開発計画（RPJM）：2005～2009」の中で乳幼児死亡率、妊産婦死亡率、５歳以下の

幼児栄養失調の改善に係る明確な目標を設定しており、また、保健省は中長期計画である

“Healthy Indonesia 2010”の優先事項10項目の一つとして、リプロダクティブヘルスの向上を

掲げている。2004年には保健大臣令により母子保健において母子手帳を活用することを政策

決定しており、さらに、2006年には母子手帳の印刷用の特別予算措置（De-concentration 
Fund）を行っている（今後５年間程度継続予定）。以上のようにインドネシア政府における母

子保健および母子手帳に係る政策優先度は高く、本プロジェクトとの整合性は非常に高い。 
・我が国の援助政策との整合性：「対インドネシア国別援助計画」において、高い乳児死亡率、

妊産婦死亡率へ対応するため、基礎的保健･医療サービスの向上が掲げられている。また、

JICA「国別事業実施計画」においては、保健医療分野は援助重点分野「貧困削減」、開発課題

「社会開発」、協力プログラム「シビルミニマム・ミレニアム開発目標（MDG）支援（保健医

療の改善）」に位置づけられているが、保健医療セクター支援戦略の中でも母子保健は、保健

医療制度整備、地域保健医療改善、感染症対策と並び優先課題となっており、我が国の援助

政策と整合性が非常に高い。 
・支援手段としての適切性：母子保健サービス向上にあたって、母子手帳は妊産婦への母子保健

に係る情報提供、出生記録、妊産婦・５歳未満児の健康記録（定期検診、既往症、予防接種

等）などを含む情報記録簿であり、①妊産婦（およびその家族）の母子保健に係る知識不足

への対応、②一つの手帳により関係する医療従事者（医者、看護師、助産師、栄養士、保健

ボランティアなど）が同一の情報を共有して該当する母子へ「統合的な」保健サービスを提

供するツールとなりうること、などから有効な手段となりうるものである。また、上記のよ

うに保健省も保健大臣令にて母子手帳を母子保健サービス向上の主要手段の一つとして指定

しており、母子手帳を通じた母子保健改善を行うことは適当である。なお、他ドナーも同保

健大臣令に基づき母子手帳を活用しており、例えばUNICEFは母子手帳を出生登録への試行を

行っており、本プロジェクトではこのような他ドナーの経験を活用しつつ、母子手帳の量

的・質的な自立的発展に係る制度づくりを推進することが期待できる。 
・ターゲットグループの妥当性、波及効果：本プロジェクトは母子手帳に係る包括的な政策・制

度構築を目的としたプロジェクトであることから、ターゲットグループを母子保健に係る政

策決定者である保健省（および内務省）、および政策実施上の重要なステークホルダーである

母子保健に関係する専門家団体とすることは妥当である。また、地方レベルにおいて、モデ

ル活動実施５州を設定し、州・県政府保健局、医療従事者（助産師、栄養士、看護師、産婦
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人科医、小児科医）、同地域の妊産婦・５歳未満児を含めた活動を行うことにより、将来的に

間接裨益者であるインドネシア全土の妊産婦および乳幼児に適用可能な現実的な政策・制度

の構築が期待できる。 
・日本の技術の優位性：母子手帳については、1942年（昭和17年）に日本において創設され、現

在まで時代や必要性に応じた記載内容改訂を経つつ、60年余にわたり実施されてきた制度で

あり、世界にこのような経験をもつ国はほかにない。また、UNICEFが推進している成長カー

ドに比較して、出産後だけでなく出産前の記録も行えること、母子保健サービス統合のツー

ルとなりうるなどの優位性がある。さらに、インドネシアにおいては、JICAが1992年から母

子手帳の開発・導入･普及に係る支援を行ってきており、約15年にわたる経験・ノウハウが蓄

積されている。 
 
５－２ 有効性 

本プロジェクトは以下の理由から高い有効性が見込める。 
・プロジェクト終了時の協力効果としてのプロジェクト目標の達成可能性：プロジェクトの６つ

の成果については、母子手帳へのアクセス確保から、活用促進、人材育成、モニタリング・

報告、調査評価の政策立案・実施へのフィードバック、蓄積した経験・知識の共有体制まで、

包括的な政策・制度として構築するものとなっており、同成果の達成により、プロジェクト

目標である「母子手帳が母子保健サービス統合の手段として機能するとともに、母子手帳を

使った母子保健サービスを継続するためのシステムが確立する」が達成される見込みである。 
・プロジェクト目標達成の阻害要因：本プロジェクトは、母子保健に係る包括的な政策・制度の

構築を支援するものであることから、保健省内の多数の部局、および地方政府、専門家団体、

医療従事者等の保健省外部団体・個人が多数関係することになるため、関係者の調整と意思

決定プロセスに多くの時間を費やすものと想定される。このため、Project Directorである保健

省地域保健総局長、Project Managerである同総局子ども保健局長のイニシアティブ、調整力、

意思決定の速度が非常に重要な要素となる。現在の地域保健総局長および子ども保健局長と

もに本プロジェクトに係るイニシアティブ・オーナーシップは高いと考えられるが、調整力

および意思決定の速度については、保健省側が外部者としてのJICAをうまく活用するように

働きかける必要がある。 
 

５－３ 効率性 

本プロジェクトは以下の理由から効率的な実施が期待できる。 
・コスト：本プロジェクトでは、母子手帳の供給から活用まで包括的な政策・制度支援を行うが、

総投入額は3.2億円、長期専門家３名体制と活動規模に比して小規模な投入となっており、費

用対効果は高いと思料される。 
・プロジェクトへの投入は、前プロジェクトの経緯やインドネシアの母子保健・母子手帳に係る

状況を十分に把握した長期・短期専門家の派遣および同様の人材からなる国内支援体制の構

築、さらにインドネシア国内の母子保健・母子手帳に係るリソースパーソンを傭人・活用す

ることなどにより、効率的な投入を図る予定である。 
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５－４ インパクト 

本プロジェクトのインパクトは以下のとおり想定できる。 
・因果関係（上位目標がプロジェクトの効果として発現が見込まれるか）：現状としてインドネ

シアにおいて、母子保健サービスは公立サービスあるいは私立サービス、病院サービスある

いは保健所サービス、また保健医療従事者の職種などの違いによって、連携の取れた母子保

健サービスが提供されているとはいえない。プロジェクト目標にあるように、連携の手段と

して母子手帳が位置づけられ、それを制度として継続することが達成できれば、インドネシ

アにおいて母子保健サービスを連携して提供されることが可能となる。プロジェクト目標で

確立された制度が機能すれば、上位目標である、連携した母子保健サービスの提供という意

味で、どの保健医療施設においても母子手帳が利用され、どの妊産婦および５歳未満児もそ

の恩恵を得るということにつながると考えられる。 
・上位目標以外の正負の影響・効果：プロジェクト目的である統合的な母子保健サービスの提供

と持続的な母子保健サービス体制の確立により、乳児死亡率や妊産婦死亡率が低下すること

が期待される（ただし同効果については、医療技術の向上、地域保健医療体制の整備、栄養

状態の改善、住民経済の向上など多くの要素により影響を受けるため、直接的な因果関係と

その度合いの測定は困難である）。負の影響については、特に予想されない。 
 
５－５ 自立発展性 

本プロジェクトによる効果は、以下のとおりインドネシア政府によりプロジェクト終了後も

継続されるものと見込まれる。 
・組織面：保健省については、母子手帳に係る保健大臣令で母子保健に係る記録媒体として母子

手帳を活用することが規定されたことにより、組織として母子手帳の活用促進する体制とな

っている。主C/Pである保健省地域保健総局長をはじめ、同子供保健局長、栄養局長など母子

手帳活用推進に係る強いイニシアティブがあり、本プロジェクトの協力終了後も組織面につ

いては自立的発展が見込まれる。また、保健省だけでなく、母子保健に関係する専門家団体

（産婦人科医協会、小児科医協会、助産師協会、全国看護師協会、栄養士協会等）との連携

を深めることにより、公的組織・民間組織の双方での自立発展性の強化が期待される。 
・財政面：保健省本省においては、2006年に母子手帳の印刷に係る特別予算措置（De-

concentration Fund）を行っており、今後５年間程度継続予定であることから、財政面に係る当

面の自立発展性は既に確保されている。今後、財政面での自立発展性を確保するため、本プ

ロジェクトではASKESKINや内務省の出生登録制度、専門家団体などとの連携に母子手帳を組

み込むことで母子手帳の供給に係る予算措置を確保しやすくすることで、自立発展を促して

いく。 
・技術面：母子保健サービスの向上にあたって母子手帳を活用すること自体については、日本の

母子手帳をそのまま適用したものではなく、1994年からの一連の技術協力によりインドネシ

アの社会・文化に即した内容で開発されており、保健大臣令に見られるように、既にインド

ネシア自身の制度となっており、技術的な受容素地は既に形成されている。また、本プロジ

ェクトにおいては、インドネシア政府のイニシアティブを「後押し」する形で、母子手帳の

量的・質的拡大のための政策・制度形成支援を行うものであり、形成される制度の自立発展

度は高いと思料される。 
・社会・文化・環境面：自立的発展を阻害する要素は特に想定されない。 
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第６章 団員所感 
 
６－１ 母子保健 

（大阪大学大学院人間科学研究科 中村安秀教授） 

 
＜進化する母子健康手帳プロジェクト＞ 
（１）母子健康手帳プロジェクトの 終章への道程 

1994年、「JICA中部ジャワ州家族計画母子保健プロジェクト」の活動の一つとして、中部

ジャワ州サラティガ市で行われたインドネシア版母子健康手帳のモデル開発と普及活動から

12年の歳月が過ぎた。中部ジャワ州でのモデル開発の成功を受けて開始された「インドネシ

ア母と子の健康手帳プロジェクト」（1998～2003年）において、プロジェクト開始後わずか

２年で、当初の目標であった北スラウェシ州および西スマトラ州における母子健康手帳の配

布とモニタリングという活動をほぼ達成した。プロジェクト後半は支援地域を拡大し、イン

ドネシア保健省が推進する母子健康手帳プログラムに対する「プログラム支援」の様相を呈

した。プロジェクト終了後の2004年３月に発令された保健大臣令284号により、妊産婦と５

歳未満児は母子健康手帳を持つことができ、母子健康手帳には母子の健康情報と記録が盛り

込まれ、助産師、産科医、小児科医などすべての保健医療関係者は母子健康手帳に記録を書

くことが義務付けられた。また、2006年度から５年間にわたり、保健省はMDGsに対応した

特別予算により母子健康手帳の印刷費用（約300万冊）を確保できることになった。 
このように、母子健康手帳に関するプロジェクトは、わずか人口15万人のサラティガ市

における「モデル開発プロジェクト」から、２州を対象とした「技術協力プロジェクト」を

経て、「プログラム支援プロジェクト」として進化発展してきた。多くのプログラム支援プ

ロジェクトにおいては、 終目標である自立発展性（sustainability）の指標として法制化と

財源確保を掲げている。母子健康手帳プログラムに関しては、その実効性に関してはまだま

だ多くの課題も抱えているが、現時点で既に、保健大臣令と自主財源の確保という形で自立

発展性に関する一応の成果を収めている。 
このような時期に立ち上げられた「母子手帳による母子保健サービス向上プロジェクト」

（The Project for Ensuring Maternal and Child Health Service with MCH Handbook Phase II）にと

って、単に３年間のプロジェクト期間の 終目標を達成することがゴールではなく、JICA
が10年以上にわたり継続的に支援してきた「インドネシアの母子健康手帳プログラム」の

終楽章（フィナーレ）として位置づける必要があろう。 
 
（２）パッチワークをめざす新しいプロジェクトの形 

まったくの私見であるが、「政策支援プロジェクト」においては、相手国が政策実施のた

めに外部からの支援を必要とする部分をサポートすることが肝要であり、相手国政府が自力

で開発や実施できる部分については自主性を可能な限り尊重すべきであると考えている。相

手政府がオーナーシップをもって自立的に取り組んでいる課題に外国の援助機関が重複する

形で支援する必要はないであろう。 
このことは、本プロジェクトの立ち上げに際して尾崎専門家が中心になってC/Pと作成し

た問題分析図にも明らかである。母子健康手帳プログラムの全体像を、Accessibility、
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Introduction、Monitoring、Utilizationに分類し、保健省が既に自力で実施している活動、保健

省が実施しており、プロジェクトではモニタリングのみを行う活動、プロジェクトとして主

体的に取り組む活動が見事に色分けされている。これらの活動をすべて総合的に重ね合わす

ことにより、インドネシアの母子健康手帳プログラムが構成されることになる。言い換えれ

ば、インドネシア側が通常業務として実施する部分と、本プロジェクトの活動や成果を重ね

合わせることにより、全体として母子健康手帳プログラムという国家施策が構成されると考

えられる。言い換えれば、今回のフェーズⅡプロジェクトは、インドネシアの母子健康手帳

プログラム全体を網羅しているわけではない。インドネシア側だけでは遂行できない部分を

協働して実施するというパッチワークに徹したプロジェクトであることを、現地の空気に触

れていない日本側の関係者は認識しておく必要があろう。 
 
（３）質的な変貌を遂げたフェーズⅡプロジェクト 

前期（フェーズⅠ）のプロジェクト（1998～2003年）と英語のプロジェクト名は同じで

あるが、今期（フェーズⅡ）プロジェクトでは質的に大きな変化が認められる。 
まず、全省にまたがるプロジェクト実施体制が確立したことである。フェーズⅠでは、

保健省地域保健総局長と乳幼児健康課長の強力なリーダーシップで母子健康手帳を国家施策

の一環として位置づけることができたが、フェーズⅡでは、保健省子ども保健局のみならず、

地域保健総局の母親保健局や栄養局、大臣官房、医療サービス総局、疾病対策環境総局、医

療人材計画育成センターなど、子どもと女性の保健医療にかかわるすべての関係部局が関与

してプロジェクトを推進する体制が確立した。かつて、母子健康手帳プログラムは子ども保

健局の専任事項であり、同じ地域保健総局の栄養局でさえ無関心であったことを考えると隔

世の感がある。 
次に、病院や専門家集団への対応策が具体的な活動項目に採択されたことである。フェ

ーズⅠにおいて、母子健康手帳は地域保健総局直轄の保健所やポシアンドゥでの普及に成功

したが、公立病院や私立病院、開業クリニックにおける普及は一部の助産所を除いてほとん

ど行われていなかった。都市部の中間層や富裕層では、妊娠出産時の医療は保健所ではなく、

病院や開業クリニックを利用する者が多数を占めている。フェーズⅡにおいて、全国の病院

やクリニックを管轄する医療サービス総局（Director General of Medical Care）の基礎・歯科

医療局、専門医療局、看護局がSteering Committeeに参加し、POGI（産婦人科医協会）、IDAI
（小児科医協会）、IBI（助産師協会）、PPNI（全国看護師協会）、PERSAGI（栄養士協会）

といった職能集団への母子健康手帳の促進がPDMに明記されたことの意義は大きい。特に、

助産師、産科医、小児科医の母子健康手帳への積極的な関与が期待される。 
後に、国連機関やドナー機関との連携がかつてないほどに強化されたことがあげられ

る。フェーズⅠにおいても、世界銀行やADBなどとの協力関係はプロジェクト開始以前か

ら存在していた。しかし、2004年３月に発令された保健大臣令284号により、政府組織以外

の機関や組織が、法や規則を遵守し、母子健康手帳を配布供給することが明記された。この

大臣令が援助機関に与えた影響は甚大であり、フェーズⅡにおいては、母子保健分野で活動

する国連機関やドナー機関はその活動計画の中に母子健康手帳を取り込まざるを得ない状況

に陥った。ドナー会議においても、WHO、UNICEF、WFPなどの国連機関、USAID、

AusAIDなどの２国間ドナー機関、Care、Save the ChildrenなどのNGOが参加していたが、
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「家庭用保健記録（home-based health recording）としては母子健康手帳を推進する。私たち

のプロジェクトで独自に新しいカードは作れないから」といった発言もあった。このように、

母子健康手帳に関する国際協調において、国連機関やドナー機関は否が応でもJICAと連携

を取らざるを得ないという優位性を確立することができた。 
なお、本プロジェクトにおけるモデル活動の意義についても言及しておきたい。本プロ

ジェクトでは、母子健康手帳を利用した母子保健サービスの向上をテーマに５つの異なった

モデル活動を５州で展開することになった。しかし、母子健康手帳を利用した母子保健サー

ビスの向上という課題は、この５つの活動だけに特化するものではない。あくまでも、この

ような母子健康手帳を利用した活動を通して母子保健サービスの向上をめざすことができる

という意味での例示的なモデル活動である。したがって、このモデル活動のいくつかは確か

な成果を収めるであろうが、なかには成果を上げることのできない活動も出てくるであろう。

将来、インドネシア保健省が独自で母子健康手帳を利用した母子保健サービスの向上に取り

組む際には、フェーズⅡプロジェクトのモデル活動の失敗例こそが非常に有益な lessons 
learnedになるに違いない。失敗する可能性も想定したうえでの例示的なモデル活動であると

いう前提で、本プロジェクトの評価を実施する枠組みを構築しておく必要があろう。 
 
（４）貧困層と富裕層に母子健康手帳を届けるために 

今回のフェーズⅡプロジェクト（暫定的にニックネームを「すこやか親子インドネシ

ア」と決めた）の 大のターゲットは、貧困層と富裕層にある。既に、母子健康手帳プログ

ラムとして展開してきた長年の実績から、保健所やポシアンドゥを利用しているインドネシ

アの庶民層の妊産婦や５歳未満児に対する基本的な普及活動の戦略は確立している。日本に

おいても母子手帳が開発されてから全国の農村部にまで行きわたるには10年間近い時間が必

要であった。インドネシアにおいては、まだ全体的な普及率は58％（2006年推定）であるが、

普及率は着実に上昇しており、近いうちに80％くらいの普及に至るのは難しくないと思われ

る。残された大きな課題は、妊婦検診を受診する機会や意識に乏しい貧困層と、病院や開業

クリニックだけしか利用しない比較的裕福な人びとに対する普及啓発活動である。 
フェーズⅡプロジェクトでは、貧困層に対してはASKESKINと協働して母子健康手帳を利

用した母子保健サービスの向上を図る。また、富裕層については、医療サービス総局と協働

し、助産師、産科医、小児科医といった職能集団を巻き込み、公立病院や私立病院、開業ク

リニックにおける母子健康手帳の利用を図ることになった。これらの活動が順調に発展し、

貧富の差にかかわりなくすべてのインドネシアの親子のすこやかな生活にアプローチできれ

ば、保健省が目標とする90％（2009年度）という普及率も不可能ではないと思われる。 
 
（５）母子健康手帳プログラムという旗の向こうに見えるもの 

母子保健活動の評価には、妊産婦死亡率といった伝統的な指標よりもプロセス指標の方

が効果的であるという主張は、現在、ほぼ定説に近いものになっている。Maine Deborah氏
（コロンビア大学）の論文“Process indicators more effective than impact indicators for 
monitoring maternal mortality reduction”（http： //www.eldis.org/static/DOC15462.htm）（1997

年）などをはじめとする研究をもとに、UNICEF、WHO、UNFPA（国連人口基金）などで

は、プロセス指標に基づいた活動評価が行われている。 
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インドネシアにおける母子健康手帳プログラムの評価も、まさにこのプロセス指標の流

れに沿ったものであり、妊産婦受診率の向上、熟練介助者による出産の促進、種々の母子保

健サービスの受容などが評価指標として設定されている。しかし、これらの指標の改善のた

めには、単に母子健康手帳を配布し普及するだけでは不十分であり、母子保健医療施設の適

正な配置、保健医療人材の量的質的な充足、保健医療機材や医薬品の適正供給、母子保健医

療技術の向上など、母子保健医療全体の向上が必要となる。また、妊産婦や乳幼児の健康に

関しては、母親の教育レベル、家庭の経済状況、地域の交通や通信状況、女性の社会的地位

など多くの社会経済的状況が密接に関連している。 
本プロジェクトでは、インドネシア母子健康手帳プログラムという錦旗の下に、インド

ネシア保健省全体にまたがるプロジェクト実施体制が確立され、JICAと国連機関やドナー

機関との連携も強化されている。今後は、誰にとってもわかりやすい母子健康手帳という旗

印を入口とした連携を強化し、母子保健ひいては保健医療分野におけるJICAの優位性の確

立をめざす必要があろう。本プロジェクトの長期的効果を増すためには、保健医療分野にお

けるJOCV事業や無償資金協力といった現行の事業との有機的な連携を図る必要がある。ま

た、南スラウェシ州地域開発プログラムや東北インドネシア地域開発プログラムにおける社

会開発や地域開発の複層的アプローチにおいても、入口戦略として母子健康手帳プログラム

は十分に活用できるであろう。「手帳だけにとどまらない母子健康手帳プロジェクト」とし

て、インドネシアにおける母子保健や社会開発の発展に寄与することを期待したい。 
 

６－２ 比較分析 

（JICA人間開発部第４グループ母子保健チーム 西村 恵美子） 

 
＜インドネシア母子健康手帳への協力の特徴と他国への示唆について＞ 
 今回、「母子手帳による母子保健サービス向上プロジェクト」の事前評価調査への参加を通し

て感じたこと並びに他国への示唆に関する私見を以下に述べる。 
 
（１）インドネシア側のオーナーシップの高さ 

本プロジェクトの特徴の一つとして、インドネシア側のオーナーシップの高さがあげら

れるであろう。 
インドネシアの母子健康手帳に関するJICAの協力は、1994年の中部ジャワ州でのモデル

開発から始まり、1998～2003年「インドネシア母と子の健康手帳プロジェクト」、その後の

個別専門家派遣含めて10数年にもわたる実績があり、今回の調査時においても、インドネシ

ア側に経験が蓄積され、母子手帳が制度として国に根づいていること、インドネシア側の主

体性、オーナーシップが高いことが感じられた。特に、2004年の保健大臣令の公布、2006年

度からの特別予算手当てなどを通して、母子健康手帳がインドネシアの保健政策において、

非常に重要な地位を占めることとなっており、インドネシア側の意識も非常に高いことがう

かがえた。 
本プロジェクトのC/Pに関しては、2006年１月の保健省の組織改編に伴い、担当部署の混

乱があったものの、 終的に地域保健総局の子ども保健局がC/Pの核となるということに落

ち着き、今回の調査期間中の協議に関しても、子ども保健課長、子ども保健局長がそれぞれ
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チェアを務めて会議を進行し、西スマトラ視察にも中央保健省から担当課長が同行するなど、

オーナーシップの高さが感じられた。 
ただ、今度のプロジェクトのもう一つの特徴として、関係者が非常に多いということが

あげられ、保健省内でも関係部局が多岐にわたっている。その調整は非常に時間と手間がか

かることが想定される。実際に調査中の保健省協議の場においては、組織改編後はじめて

様々な部署が集まって集中的に母子健康手帳に関する情報・意見交換をする場となり、様々

な質問や意見が出されていた。しかしながら、今回の調査の 後には、M/M（ミニッツ）

付属のPOにおいて、17にも及ぶ関係部署・機関のそれぞれの役割、フォーカルポイントと

なる部署を明示したことにより、今後その部署が中心となって、担当局のイニシアティブの

もと進めていくことが期待される。 
さらに、10年以上にわたる協力を通して、インドネシア国内の専門家、有識者ともいえ

る人材が育成されており、インドネシア国内において助言や支援を求められる現地リソース、

現地アドバイザーもいるという状況であるということも特記に値するように思われる。 
 
（２）自立発展性について 

インドネシアの母子健康手帳に関しては、保健大臣令による法制化、特別予算による母

子手帳に関する財源の確保など、フェーズ１のプロジェクト終了後に、インドネシア側にお

いて既に自立発展的な展開が行われている。母子手帳が導入された国において、大臣令のよ

うな形で法制化までなされているのはインドネシアのみであろう。 
JICAの他のプロジェクトにおいても、モデル開発をしたうえで、その後全国展開をめざ

すというプロジェクトは多く、その際に法制化・制度化並びに財政的自立が課題となるとこ

ろであるが、インドネシアの例はもちろん課題は残っているものの、それらの点において一

定の成果を上げており、グッドプラクティスとして良い参考事例となるのではないかと思わ

れる。 
 

（３）インドネシア母子保健の向上に向けて 
前述の法制化とも関係するが、ドナーや他機関との連携が進んでいるという点も特徴の

一つといえよう。保健大臣令により母子健康手帳がインドネシアの国家政策として定められ

たことから、他ドナー・他機関も母子健康手帳を無視することはできず、実際UNICEF、
AusAID、USAIDなどのドナーやいくつかのNGOが母子健康手帳を自身の活動においても活

用していることが報告された。また、UNICEFが推進しようとしている出生登録制度につい

ても、今後母子健康手帳との連携を進めていくということが確認された。 
しかしながら、母子健康手帳はあくまでも母子保健に関するツールの一つであり、 終

的にMDGの達成をめざし、母子保健の向上を図っていくためには、母子健康手帳の活用だ

けでは限界があることは明らかである。母子健康手帳を活用していくだけでなく、関係機

関・関係プログラムとの連携を図るとともに、JICAとしても、JOCVや無償資金協力などと

一体となったプログラムとしての協力を検討する必要があるであろう。 
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（４）第三国研修（自立発展性と他国への応用） 
後に、技術協力プロジェクトとは別の枠組みではあるものの、インドネシアにおいて

2006年以降第三国研修「地方分権における母子保健計画策定」が予定されている。これは、

今後母子手帳を導入しようとしている国（インドネシア国内で進展が遅れている地域の参加

も含む）等に対して、母子手帳をいかに地方分権のもとで地域に根ざした母子保健計画策定

においてどのように位置づけるかという点に関して、インドネシアの経験を伝えていくもの

であるが、インドネシアの先進地域が試行錯誤しながら一定の成果を成し遂げてきた経験は、

他国に対しても、またインドネシア国内の他の地域に対しても非常に参考となるものであろ

う。また研修実施という経験を通して、インドネシア保健省のマネジメント能力、およびオ

ーナーシップの更なる強化が期待される。 
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４．「母子保健アドバイザー」（尾崎敬子長期個別専門家）と

保健省の協議によるプロジェクトデザイン（案） 
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